
第１０回
船橋市地域災害医療対策会議

令和５年３月２３日
午後１時３０分～
歯科健診室、保健学習室

資料１



議 題 １ 令和４年度の活動実績について

（１）令和４年度 災害医療対策事業報告

（２）災害医療対策本部について

（３）病院前救護所について

（４）発災後４８時間以降の体制について

議 題 ２ 令和５年度の取り組みについて

（１）令和５年度 災害医療対策事業計画

（２）発災後４８時間以降の体制について

（３）訓練について

議 題 ３ その他
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令和４年度に検討を進めたフェーズに
ついて
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病院前救護所

巡回及び
地域医療の回復

保健活動
検討に係る課題を

整理した
・・・

病院前救護所運営マニュアル作成に
取り組んだ

医療提供

・・・

検討に係る課題を
整理した

・・・

医療ニーズ

災害医療対策本部について ・・・

被災状況

災害医療対策（概要版）（案）の作成に取り組んだ

中長期

発災～６時間まで ４８時間まで １週間程度まで １カ月程度まで ３カ月程度まで ３カ月程度以降

慢性期発災直後 超急性期 急性期 亜急性期

軽症者が病院に殺到 救助された外傷系傷病

者数が最大

慢性疾患の悪化

精神的不安定者増加

外傷治療、救命救急

公衆衛生、慢性疾患治療、被災者・支援職員の健康管理（メンタルケア含む）

外傷系傷病者は徐々に

減少

※４８時間以降は傷病者数・被災状況を見ながら徐々に医療救護所を閉鎖していく。

亜急性期以降は急性

期の検討が終わり次

第取り組む
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議題１

（１）令和４年度
災害医療対策事業報告

資料２「令和４年度 災害医療対策事業報告書」
により説明
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議題１

（２）災害医療対策本部について
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（２）災害医療対策本部について

①組織体制、情報共有等の概要整理

②船橋市の災害医療対策（概要版）（案）の作成（１２月）

③災害医療対策本部設置・運営図上訓練の実施（２月）

④②③について作業部会にて報告し、それぞれについて

ご意見をいただいた。（３月）

令和４年度活動実績
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①組織体制、情報共有等の概要整理

• 平成３０年３月に実施した災害医療対策本部訓
練では、「誰がどんな役割を持っているのかわか
らなかった」「情報が入るまで時間がかかった」
等の振り返り意見があり、組織体制及び情報共
有等が課題となっていた。

• 令和３年度から災害医療対策本部の機動的な
班体制の精査をしてきた。

• 令和４年度には、精査した班体制に基づき、災
害医療対策本部長までの情報の流れについて
改めて整理を行い、ルール化した。（６月）
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②船橋市の災害医療対策（概要版）（案）の
作成（１２月）

• ①にて整理した組織体制等を含む災害医療
対策本部の「基本事項」、「千葉県と船橋市の
役割分担」、「災害医療対策本部の活動」等
の概要をまとめた。

⇒資料３ 「船橋市の災害医療対策（概要版）（案）」

• 各師会との関係性や役割、

業務の割り振りを記した。
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③災害医療対策本部設置・運営図上訓練
の実施（２月）

• 船橋市の災害医療対策（概要版)（案）に基づき

災害医療対策本部設置・運営図上訓練につい
て、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、約
５年ぶりに船橋市保健福祉センターにて実施し
た。

• 各師会の先生方には、災害医療対策本部員や
４師会代表者として、訓練内の災害医療対策本
部会議にご参加いただき、発災時の対応方針を
決定する上での流れについて体験いただいた。
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日時 令和５年２月９日（木）
午後１時３０分～３時

参加者
・４師会：計9人
医師会、歯科医師会、薬剤師会
柔道整復師会

・市職員：計38人
副市長、危機管理監、保健所
健康政策課、医療センター総務課
危機管理課、消防救急課
戸籍住民課

③災害医療対策本部設置・運営図上訓練
の概要
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災害医療対策本部
会議の様子

組織図や医療機関情報

③災害医療対策本部設置・運営図上訓練
の様子
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訓練の振り返り（保健所内）

• 訓練実施後、保健所内の参加職員にて振り
返りを実施した。（令和５年３月１０日）

• 組織の構成や意思決定までの流れについて、
参加された外部団体の方も含め共通理解が
図れたと考えられる。

• 今後は、全体の構成や流れについてより多く
の保健所職員が知ることができるようにする
必要がある。そして、内容を知った上で、実際
に活動する職員を含めた具体的な訓練に進
むべき。
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④作業部会での検討（３月）

• いただいたご意見

–船橋市の災害医療対策（概要版）（案）について

• 今後の方向として、医療機関の情報の把握だけではなく、
高齢者施設等の関係機関についても被災状況等を市で一
括して把握できる体制を作り、マニュアルに掲載できるよう
取り組んでほしい。

–災害医療対策本部設置・運営図上訓練について

• 災害医療対策本部で判断を下す時には、正確かつ適切な
情報が必要となる。そのために、保健所の方で情報収集訓
練を繰り返し行い、職員の能力を高めるよう取り組んでいっ
てほしい。
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令和５年度の取り組み

• 現在、船橋市の災害医療対策（概要版Ver.1)
（案）の作成を終えたため、具体的に活動でき
るよう、取り組んでいく。
–船橋市の災害医療対策（詳細版）を作成

• 詳細版には役割（役職及び班）ごとの具体的な活動内
容や様式等を掲載する。

– AC（アクションカード）の作成
• アクションカードとは災害時に船橋市保健福祉セン
ターに設置される災害医療対策本部の役割（役職及
び班）業務について、やるべき行動を具体化した業務
指示カード（次ページにイメージ図）
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アクションカードイメージ

16



議題１

（３）病院前救護所について
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（３）病院前救護所について

①病院前救護所参集名簿の作成（５月）

②船橋市病院前救護所運営マニュアル（案）の作成

（６月）

③船橋市病院前救護所運営マニュアル（案）について

作業部会にて検討（８月）

④船橋市病院前救護所運営マニュアルを策定・周知

（１１月）

⑤船橋中央病院前救護所訓練の実施（１０月）

⑥東船橋病院前救護所訓練の実施（３月）

令和４年度活動実績

18



①病院前救護所参集者名簿の作成（５月）

• 病院前救護所に参集する、医師会、歯科医
師会、薬剤師会、柔道整復師会の名簿につ
いて保健所にてとりまとめを行った。

• 参集場所となる災害医療協力病院（９病院）
へは各師会の参集者名簿の周知をした。

• 各師会の参集者へ、各々の参集する病院前
救護所及び役割等について各師会を通じて
周知をした。
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（参考）参集者名簿イメージ
（船橋市医師会の例）
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○×病院　参集医療機関一覧 2023.03.23

コード 医療機関名 参集者
参集シフト
(平日の日中)

参集シフト
(休日・時間外) 備考

1001 ○○医院 ○○　○○ 3 1

1002 ○○医院 ○○　○○ 3 1

1003 ○○医院 ○○　○○ 1 1

1004 ○○医院 ○○　○○ 3 1

1005 ○○医院 ○○　○○ 2 1

1006 ○○医院 ○○　○○ 3 1

1007 ○○医院 ○○　○○ 1 3

1008 ○○医院 ○○　○○ 1 1

1009 ○○医院 ○○　○○ 1 1

1010 ○○医院 ○○　○○ 3 1
参集グループ
 ・平日の日中（月曜日～土曜日の９時～１７時）
 ・休日（日・祝）・時間外（１７時～９時）
参集シフト
 ・シフト１　参集時間：１回目：発災直後　　　　　　　２回目：発災から２４時間後
 ・シフト２　参集時間：１回目：発災から８時間後　　　２回目：発災から３２時間後
 ・シフト３　参集時間：１回目：発災から１６時間後　　２回目：発災から４０時間後

平日日中の発災時に
適用するシフト

休日時間外の発災時に
適用するシフト



②船橋市病院前救護所運営マニュアル
の作成（６月）

• 令和４年度までに病院前救護所訓練につい
て実施をしてきたが、市の基本的な病院前救
護所のあり方や病院前救護所の各エリアの
役割について共通の認識を持つことを目的に
マニュアルを作成した。

⇒「船橋市病院前救護所運営マニュアル」

（資料４）
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③船橋市病院前救護所運営マニュアル
（案）について作業部会にて検討（８月）

• トリアージタグ及び災害診療記録についての様
式（P１４～１９）

• 災害処方箋についての様式（P２０～２２）

• 病院前救護所、指揮所の役割について（P９）

• 入院受入調整及び搬送調整について（P１０）

• トリアージ黒の取り扱いについて（P１０）

作業部会にて検討を行った事項（資料４参照）
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④船橋市病院前救護所運営マニュアル
を策定・周知 （１１月）

• ８月の作業部会にていただいた意見をマニュア
ルに反映させ、「船橋市病院前救護所運営マ
ニュアル」の初版を策定した。

• 災害医療協力病院等へ周知した。
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訓練概要
日時 令和４年１０月１５日（土）

午後１時～３時

参加者 船橋中央病院スタッフ：65人
医師会、歯科医師会、薬剤師会、
千葉県柔道整復師会：計16人
市内災害医療協力病院：4人
船橋市職員：18人

トリアージ数 ２４症例
*特記事項 実際に被災した時に参集する参集者名簿に登載

されている医師会医師や市職員等が参加し訓練を実施した

⑤船橋中央病院前救護所訓練の実施
（１０月）



訓練での検証及び課題

検証

・病院前救護所設置・運営できるか

・START法トリアージを実施し、トリアージタグを活用

できるか

課題

・トリアージ方法及びタグの記載方法について、定

期的にトレーニングが必要
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トリアージの実施

傷病者の状態をどのように判断し、トリアージをしていくのか、
病院職員により解説を交えながら、参加者全員で共有した。

訓練の様子①
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搬送の様子 指揮所の様子

トリアージの結果、中等症以上の
者は院内へ搬送し治療する。

指揮所では、災害医療対策本部
への報告、参集者の勤怠管理等
を行う。

訓練の様子②
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黄エリア 赤エリア

院内でも、手術室や、救急車の停車位置等を踏まえ、重症度に応じた
エリアを設置し効率的な治療に繋げる。

訓練の様子③
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講評（市長、梶原医師会理事、大塚副院長、山口院長）

訓練の様子④
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日時 令和５年３月１１日（土）
午後２時～３時

参加者 東船橋病院スタッフ：40人
医師会、歯科医師会、薬剤師会、
千葉県柔道整復師会：計9人
市内災害医療協力病院：8人
船橋市職員：15人

トリアージ数 １０症例

⑥東船橋病院前救護所訓練の実施
（３月）

訓練概要

*特記事項 実際に被災した時に参集する参集者名簿に登載
されている医師会医師や市職員等が参加し訓練を実施した



訓練での目標

• トリアージポストを設置し、トリアージを実施す
る事ができる

• トリアージタッグを正しく記入することが出来る

• トリアージに基づき傷病者を各エリアへ収容す
ることが出来る

• 各エリア収容時に傷病者情報一覧表を記入す
ることが出来る

31



訓練想定等 トリアージの実施

訓練の様子①

１例ずつ、しっかりとトリアージを
行う。
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搬送の様子 指揮所の様子

訓練の様子②

無線を利用し、災害医療対策本部
に報告を入れる。

事務員も普段使用しない
ストレッチャー補助 33



黄エリア 赤エリア

訓練の様子③

各エリアで搬送されてきた患者の受入記録を記載
34



講評（市長、梶原医師会理事、辛副院長）

訓練の様子④
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令和５年度の取り組み

• 現在、９病院中５病院の災害医療協力病院の病
院前救護所訓練が終了したため、令和５年度は
残りの病院にて訓練に取り組んでいく。
– 令和４年度の当初は３病院にて訓練を実施する予定
であったが、新型コロナウイルス感染症等の影響が
あり、訓練が実施できたのは２病院であった。

• 病院前救護所運営マニュアルの作成・周知及び
参集者名簿の周知も終えたため、今後はマニュ
アルに基づく訓練を重ね、訓練を通して見つかっ
た課題については、作業部会を通してマニュア
ルを更新していく。
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議題１

（４）発災後４８時間以降の体制に
ついて
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（４）発災後４８時間以降の体制の検討
状況について

①医療提供体制について

②保健活動体制について
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課題の整理（１）
• 従前の体制（～令和２年３月）

• 現在の体制（令和２年４月～）

発
災

発
災

１か月程度
・小学校等５５か所の避難所に応急救護所を設置
・期間は１か月程度
・構想上、１か月程度までは応急救護所で医療提供が可能

・従来の応急救護所は廃止、病院前救護所を設置
・期間は４８時間程度

４８時間程度

応急救護所の設置・運営

病院前救護所の設置・運営 この空白の部分の医療提供体
制をどのようにするのか

「船橋市地域防災計画（平成２８年２月
修正）」及び「職員行動マニュアル」

「船橋市地域防災計画
（令和４年４月最終修正）」

（４）①医療提供体制について
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• 空白の部分の医療提供体制について現在決
まっていること

–船橋市地域防災計画上、「災害医療対策本部の
指示を受け、外部支援を含む他の医療関係機関
や団体による応急救護や保健衛生活動との連携、
情報共有を図る。」

– 「県は、避難生活が長期化した際は、市が設置す
る避難所内に避難所救護センターを設置し、心
療内科、歯科等によるケアを含めた対応を図ると
ともに、必要に応じて周辺地域の巡回医療を行
う。」 「船橋市地域防災計画 （令和４年４月修正）」

課題の整理（２）

（４）①医療提供体制について
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• 千葉県災害医療救護計画では
– 「地域の医療機関が一定程度再開されるまでの間、救援
の医療チームによる巡回診療や患者の被災地域外への
移動などで対応することが求められます。」

「千葉県災害医療救護計画 （2015年（平成27年）3月）」

課題の整理（３）

（４）①医療提供体制について
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• 以上のことから

–千葉県の基本的な計画に沿って、船橋市として
具体的に動けるよう空白期間の医療提供体制の
基本的事項について決めておく必要がある。

※前提として、参集予定の病院前救護所閉鎖後に

ついて、診療機能を維持できる医療機関は自院

での診療を継続する。

課題の整理（４）

（４）①医療提供体制について
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• 避難所への巡回保健指導の具体的内容

• 巡回保健指導で使用する様式の検討

• 巡回する避難所の検討

• 巡回結果をどのように次の活動につなげてい
くのか

• その他、現時点で課題と認識していない部分
もあると思われるため、検討すべき課題の洗
い出しが必要

課題の整理

（４）②保健活動体制について
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議題２

（１）令和５年度災害医療対策の
事業計画

• 令和５年度に取り組みについて、次ページのとお
りフェーズを分け整理をした。

• 資料５「令和５年度 災害医療対策事業計画書」
により説明
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令和５年に検討するフェーズ

45

病院前救護所

巡回及び
地域医療の回復

発災直後

発災～６時間まで

超急性期

４８時間まで １週間程度まで

急性期 中長期

３カ月程度以降３カ月程度まで

慢性期

１カ月程度まで

亜急性期

令和５年度
検討していく部分

・・・

・・・

・・・

・・・

令和５年度
検討していく部分

概要が完成したため、具体的に活動できるマニュアルの
作成に取り組む

保健活動

医療提供

訓練を重ね、マニュアルを更新する

被災状況

医療ニーズ

災害医療対策本部について

軽症者が病院に殺到 救助された外傷系傷病

者数が最大

慢性疾患の悪化

精神的不安定者増加

外傷治療、救命救急

公衆衛生、慢性疾患治療、被災者・支援職員の健康管理（メンタルケア含む）

外傷系傷病者は徐々に

減少

※４８時間以降は傷病者数・被災状況を見ながら徐々に医療救護所を閉鎖していく。

亜急性期以降は急性

期の検討が終わり次

第取り組む



議題２

（２）発災後４８時間以降の体制に
ついて

①医療提供体制について

②保健活動体制について
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①医療提供体制について

• 発災後４８時間以降の医療提供体制につい
て巡回診療を中心に検討する。

• 主な検討内容

–ア）巡回診療を展開する必要性

–イ）巡回する避難所をどのように決めていくのか

–ウ）巡回チームの編成方法について
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②保健活動体制について

• 発災後４８時間以降の保健活動体制について検
討する。

• 主な検討内容

– ア）課題の洗い出し

– イ）避難所への巡回保健指導の具体的内容

– ウ）巡回保健指導で使用する様式の検討

– エ）巡回する避難所の検討

– オ）巡回結果をどのように次の活動につなげていくか
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議題２

（３）訓練について

①病院前救護所訓練（６月～１１月）

②災害医療対策本部訓練（２月）
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①病院前救護所訓練

• 病院前救護所訓練について、実施状況は
以下のとおり。

訓練名 日時 備考

① 千葉徳洲会病院前救護所訓練 平成30年11月18日

② 船橋二和病院前救護所訓練 令和元年6月9日

③ 板倉病院前救護所訓練 令和元年10月27日

④ 船橋中央病院前救護所訓練 令和4年10月15日 令和４年度実施

⑤ 東船橋病院前救護所訓練 令和5年3月11日 令和４年度実施

⑥ 北習志野花輪病院前救護所訓練 令和５年度予定

⑦ セコメディック病院前救護所訓練 令和５年度予定

⑧ 船橋総合病院前救護所訓練 令和５年度予定

⑨ 青山病院前救護所訓練 令和５年度予定
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②災害医療対策本部訓練（２月）

• 保健所内での振り返り及び作業部会でいた
だいたご意見を反映させた訓練を実施する。

• 災害医療対策本部の役割（役職及び班）業
務について、やるべき行動を具体化した業務

指示カードであるＡＣ（アクションカード）の作
成に取り組み、訓練で使用する。
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